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介護サービス情報公表システム

【見直し】

介護サービス事業者経営情報データベースシステム

【新設】

根拠法令
介護保険法第115条の35

（介護保険最新情報 Vol.1322 ・1333）
介護保険法第115条の44の２

対象事業所

以下に該当しないすべての市町村に所在するすべての介護保険事業所。
ただし、（※）のサービスを除く。
①前年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となる
サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下であること

②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき
正当な理由があること

以下に該当しないすべての市町村に所在するすべての介護保険事業所。
ただし（※）のサービスを除く。
①報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給
の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以
下であること
②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつ
き正当な理由があること

（※）介護予防支援、居宅療養管理指導、診療所が行う短期入所療養介護、養護老人ホームが行う（地域密着型）特定施設入居者生活介護

報告内容
財務諸表
（原則として損益計算書、貸借対照表及び資金収支計算書。）

事業所の名称、所在地その他の基本情報、介護事業収益、介護事業費
用（内訳については、給与費、業務委託費、減価償却、水道光熱費、
その他）及び職種ごとの職員の人数

制度の趣旨 利用者のサービス選択に資するよう、事業者の情報を広く公表すること
県が県内の介護サービス事業者の経営状況の調査・分析を行い、政策
検討の基礎資料とすること

公表対象
事業所の財務諸表

（都道府県に報告した内容がそのまま公表）
属性等に応じてグルーピングした分析結果
（報告された個別の事業所の情報は非公表）

提出時期 毎年度定める計画による（年１回）
毎会計年度終了後、３か月以内

※令和６年度報告（令和５年度決算）のみ、令和７年3月31日まで

提出ファイル PDFまたはCSVデータのアップロード システムへの直接入力またはCSVデータの取込み

報告方法 付与済のIDにより、情報公表システムにログインして登録 GビズID（プライム）により、データベースにログインして登録
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１．介護サービス事業者の経営情報データベースについて【新設】
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• 報告スケジュール

• 経営情報の報告単位

• 届出対象の介護サービス種類

• 報告する収益、費用等のデータ内容

• 経営情報の登録方法パターン

• 届出前に用意するもの

• 経営情報の報告の流れ
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２．関連資料・問合先

（１）厚生労働省ＨＰ「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」

https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

GビズIDの取得手順（マニュアル、説明動画）

介護サービス事業者経営情報データベースシステム（関係法令、操作マニュアル、説明動画、QA)

介護サービス事業者経営情報の報告等に関するＱ＆Ａ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001366420.pdf

事業者の皆様から寄せられた質問に関する照会 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001379330.pdf

（２）介護サービス事業者経営情報データベースシステム ヘルプデスク（メールのみ）

 helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp へメールにてお問い合わせください。

※お問い合わせに際しては以下の内容を記載下さい
【メール件名】先頭に「[介護経営DB]」を付与し、上記問い合わせ支援コンテンツ１ページに記載の「お問合せの種類」を

メールタイトルに記載ください。
【メール本文】以下の項目について記載ください。

①会社名 ②照会者のお名前 ③照会者のお名前（カナ） ④メールアドレス ⑤電話番号 ⑥お問い合わせの画面名
⑦操作マニュアルのページ番号 ⑧お問い合わせ内容

（３）GビズIDホーム

https://gbiz-id.go.jp/top/ 14

https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001366420.pdf


３．これまで県にあった御質問への回答

問 「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」と「介護サービス情報公表シス
テム」について、社会福祉法人（社会福祉法）や医療法人（医療法）は、既に他法令によ
り計算書類等を報告・公表しているが、別途報告を行う必要があるのか。

答 根拠法が異なることから、社会福祉法や医療法など他法令により既に計算書類等を報
告・公表している場合であっても、「介護サービス事業者経営情報データベースシステ
ム」と「介護サービス情報公表システム」による報告等は別途必要となります。
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３．これまで県にあった御質問への回答

問 「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」について、政令市・中核市に所
在するサービスや地域密着型サービスなど、県が指定権者ではないサービスの報告先はど
こか。

答 広島県内に所在する介護サービス事業所であれば、すべて広島県が報告先となります。
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３．これまで県にあった御質問への回答

問 報告した内容は公表されるのか。

答 「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」により報告した内容は、属性等に応じてグルーピングした分析結果の公
表が想定されているものの、報告された個別の事業所の情報は公表されません。

一方、「介護サービス情報公表システム」に掲載した情報は、報告した内容がそのまま公表されます。

（参考）

• 介護保険法第115条の35の規定に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度についても見直しを行い、利用者の選択に資
するよう、介護サービス事業者に対して財務状況の公表を求めることとした。

• 既存の「介護サービス情報公表システム」において入力、公表している項目の中に、新たな報告項目として「事業所の財務状況が
分かる書類（※）」が追加された。
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事業所等の財務状況が分かる書類（財務諸表又は計算書類等）は、直近の事業年度を終えた時点で作成したものとす
る。原則として財務諸表（事業活動計算書（損益計算書）、貸借対照表（バランスシート）及び資金収支計算書
（キャッシュフロー計算書））を報告するものとするが、会計基準上求められていない等の事情がある場合、資産、
負債及び収支の内容がわかる簡易な計算書類でも差し支えないものとする。また、報告は介護サービス事業所・施設
単位で行うこととするが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合については、法人
単位で公表することとして差し支えないものとする。



３．これまで県にあった御質問への回答

問 紙媒体の提出による報告はできないのか。

答 できません。
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最後に

（報告制度）介護サービス事業者経営情報データベースシステム

介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく 様々な課題に対する的
確な支援策を検討する。

（公表制度）介護サービス情報公表システム

介護サービス情報公表制度は、利用者の介護サービス事業者の選択に役立つよう、事業者に
介護サービス情報の報告を求める。
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